
平
成
二
十
四
年
七
月
十
九
日
提
出

質

問

第

三

四

八

号

地
方
税
法
第
四
百
八
十
五
条
の
十
四
（
た
ば
こ
税
額
を
条
件
と
す
る
補
助
金
等
の
禁
止
）
に
関
す
る
質
問
主
意

書

提

出

者

平

山

泰

朗
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地
方
税
法
第
四
百
八
十
五
条
の
十
四
（
た
ば
こ
税
額
を
条
件
と
す
る
補
助
金
等
の
禁
止
）
に
関
す
る
質
問
主
意

書

憲
法
の
定
め
る
地
方
自
治
権
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
地
方
税
法
第
四
百
八
十
五
条
の
十
四
（
た
ば
こ
税
額
を
条
件
と
す
る
補
助

金
等
の
禁
止
）
の
解
釈
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

普
通
地
方
公
共
団
体
た
る
市
町
村
は
、
下
記
の
（
�
）
、
（
�
）
、
（
�
）
の
条
件
を
全
て
満
た
す
個
別
具
体
的
な
場
合

に
お
い
て
は
、
小
売
販
売
業
者
（
た
ば
こ
事
業
法
第
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
小
売
販
売
業
者
を
い
う
。
）
に
対
し
、
地
方

税
法
第
四
百
八
十
五
条
の
十
四
に
規
定
す
る
「
補
助
金
、
利
子
補
給
金
そ
の
他
相
当
の
反
対
給
付
を
受
け
な
い
給
付
金
の
交

付
又
は
貸
付
金
の
貸
付
け
」
（
以
下
、
「
補
助
金
の
交
付
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
し
て
よ
い

か
。

（
�
）

当
該
補
助
金
の
交
付
等
が
、
地
方
税
法
第
四
百
八
十
五
条
の
十
四
に
定
め
る
「
当
該
市
町
村
に
納
付
さ
れ
た
、
若

し
く
は
納
付
さ
れ
る
べ
き
た
ば
こ
税
額
又
は
納
付
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
た
ば
こ
税
額
の
見
込
額
が
一
定
の
額

以
上
で
あ
る
こ
と
を
条
件
」
と
し
な
い
場
合
で
あ
る
こ
と
。

（
�
）

当
該
補
助
金
の
交
付
等
が
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
二
条
の
二
に
定
め
る
「
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
公

一



益
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
寄
附
又
は
補
助
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ

と
。

（
�
）

当
該
補
助
金
の
交
付
等
が
、
地
方
財
政
法
第
二
条
第
一
項
に
定
め
る
「
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
財
政
の
健
全
な

運
営
に
努
め
、
い
や
し
く
も
国
の
政
策
に
反
し
、
又
は
国
の
財
政
若
し
く
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
財
政
に
累
を
及

ぼ
す
よ
う
な
施
策
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
」
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

右
質
問
す
る
。

二


